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肝付町福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、社会情勢の影響により食材費の高騰の影響を受けながらも福祉サービスの安

定的な提供を継続している介護サービス事業所、介護保険施設並びに障害福祉サービス事業所（以

下「介護サービス事業所等」という。）を支援するため、予算の範囲内において肝付町福祉施設等

物価高騰対策支援金（以下「支援金」という。）を交付するものとし、その支援金の交付について

は、肝付町補助金等交付規則（平成17年肝付町規則第26号。）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（支援金の交付の対象） 

第２条 支援金の交付対象は、介護サービス事業所等を運営する法人のうち、鹿児島県知事又は肝

付町長の指定を受けた別表に定める事業所を町内に有する者（以下「事業所等」という。）とす

る。 

２ 前項に掲げるもののほか、交付が適当であると町長が認めるものとする。 

（支援金の額及び交付要件） 

第３条 支援金の交付額及び交付要件は、別表に定めるとおりとする。 

（支援金の交付申請） 

第４条 支援金の交付を受けようとする事業者等は、肝付町福祉施設等物価高騰対策支援金交付申

請書兼請求書（第1号様式。以下「申請書」という。）に必要な書類を添えて町長が別に定める日

までに町へ提出するものとする。 

（支援金の交付決定等の通知） 

第５条 町長は、第４条に定める申請手続き書類を受理した場合は審査を行い、適切と判断した場

合は支援金の交付を決定し、事業所等に対してその旨を肝付町福祉施設等物価高騰対策支援金交

付決定及び交付確定通知書（第２号様式）により申請者へ通知するものとする。 

 （支援金の額の確定） 

第６条 支援金の額の確定は、第５条に規定する支援金の交付決定及び交付確定通知書をもってこ

れに代えるものとする。 

 （支援金の交付） 

第７条 この支援金は、前条に規定する支援金額の確定後、第１号様式により交付するものとする。 

（支援金の交付決定の取消し等） 

第８条 町長は、支援金を交付した場合において、事業所等が次の各号のいずれかに該当するとき

は、支援金の交付決定を取り消すものとする。 

（１）申請の取り下げがあった場合 
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（２）虚偽又は不正の手段をもって支援金の交付を受けた場合 

（３）前２号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき場合 

（雑則） 

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年６月９日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

（失効） 

２ この告示は、令和６年３月31日限り、その効力を失う。 

 

別表（第２条、第３条関係） 

区分 交付対象 交付額 交付要件 

 

 

介 

 

 

 

護 

 

 

介護老人福祉施設、介護老人

保健施設、認知症対応型共同

生活介護、(看護)小規模多機

能型居宅介護、養護老人ホー

ム 

入所・入居施設等に係る食

材費高騰支援 

入所者１人当たり年間

21,000円 

令和５年７月１日時点にお

いて、左に掲げる施設を設置

し、当該施設において介護保

険サービス等の提供を行っ

ていること。 

(地域密着型)通所介護、 

(看護)小規模多機能型居宅介

護、通所リハビリテーショ

ン、配食見守りサービス 

通所系施設等に係る食材費

高騰支援 

１食あたり25円 

 

 

障 

 

 

 

害 

 

 

 

 

共同生活援助、短期入所 

入所・入居施設等に係る食

材費高騰支援 

入所者１人当たり年間 

16,000円 

（短期入所12,000円） 

令和５年７月１日時点にお

いて、左に掲げる施設を設置

し、当該施設において障害福

祉サービスの提供を行って

いること。 
生活介護、就労継続支Ｂ型、

児童発達支援、放課後等デイ

サービス 

通所系施設等に係る食材費

高騰支援 

１食あたり25円 

 

 

■介護予防・日常生活支援総合事業を含む。 
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第１号様式（第４条関係） 

区分 介 護 ・ 障害 

 

  年  月  日 

 

肝付町長 様 

申請者 

住 所 

氏 名                  印 

（法人にあっては 

名称及び代表者 

の氏名） 

 

肝付町福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書 

 

肝付町福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱第４条の規定により支援金の交付を受け

たいので、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

記 

 

１ 支援金交付申請額 金            円 

２ 関係書類 

申請事業所一覧表（別記第1-1号様式） 

３ 請求金額  

請求額 金            円 

４ 振込口座 

金融機関名  金融機関コード     

店  名  店舗コード    

預金種別 普通・当座 
口座 

番号 
       

フリガナ  

口座名義  
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（別記第 1-1号様式） 

法人名                 
 

申請事業所一覧表 

（１）入所・入居系 

通番 
事業所 

番 号 
事 業 所 名 

主たるサービスの 

種      別 

入所者数 

 

(A) 

申請額(円) 
（Ａ）×介護(21,000) 

障がい（16,000） 

 （短期 12,000） 

（例） 2345678901 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ●● 
認知症対応型 

共同生活介護 
９人 189,000円 

1 
   

人 円 

2 
   

人 円 

3 
   

人 円 

4 
   

人 円 

 

（２）通所系 

通番 
事業所 

番 号 
事業所名 

主 た る 

ｻｰﾋﾞｽ種別 
食数（令和 5年） 

申請額(円) 

(A)×25×4 

（例） 2345678902 
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

●●●● 
通所介護 

4月 5月 6月 計（A） 
70,300円 

250 231 222 703 

1    
4月 5月 6月 計（A） 

円 
    

2    
4月 5月 6月 計（A） 

円 
    

3    
4月 5月 6月 計（A） 

円 
    

4    
4月 5月 6月 計（A） 

円 
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※申請額について 

【介護区分】 

■入所・入居系 ※令和５年７月 1日現在 

入所者数×21,000円＝申請額 

■通所系  

（４月～６月の食数）×25円×４(年間分)＝申請額 

注：(看護)小規模多機能型居宅介護事業所は、[泊り]・[通い]別に申請すること。 

 

【障害区分】 

■入所・入居系 ※令和５年７月 1日現在 

入所者数×16,000円（短期入所 12,000円）＝申請額 

■通所系  

（４月～６月の食数）×25円×４(年間分)＝申請額 

 

      

【確認事項】 

下記のとおり相違ないことを確認の上、チェックボックスを☑チェックしてください。 

全ての項目がチェックされないと申請できません。 

□申請する施設等については、令和５年７月 1日時点において介護保険サービスまたは障害

福祉サービスの提供を行っています。 

□本支援金における介護と障害の区分において、同一施設の申請を行っていません。 

□区分・サービス種別・申請金額等の申請内容に相違ありません。 
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第２号様式（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

肝付町長         印 

 

肝付町福祉施設等物価高騰対策支援金交付決定及び交付確定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった肝付町福祉施設等物価高騰対策支援金について

は、肝付町福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり交

付します。 

 

記  

 

１ 支援金の額  金        円 

 

２ 交付の条件  

 

 

 


